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自治基本条例とは 

この条例は、市民が、自主および自立の理念のもと、いつまでもこのまちに安心して

住み、働き、学び続けることができるような魅力あるまちづくりを推進するための基本

的な事項を定めた条例で、本市まちづくりの理念を定めた最高規範としています。 

また、この条例の目的を達成するために、条例全体に係る重要な事項・まちづくりの

全てに通じるものとして、次に示す５つのまちづくりの基本原則を規定しており、市で

は、これらを踏まえた条例や規則の制定、事業執行を行うことが必要となっています。 

５つのまちづくりの基本原則 

まちづくりの主役は市民。本条例の第３条第２項には、市民はまちづくりの

主役であり、参加、参画、および協働により、まちづくりを担うことができる

ものとすると規定しています。 

まちづくりの関係者は、自立した考え・活動の下にお互いを補い合い・協力

し合って対等な立場でまちづくりを推進することとしています。また、同時に

持続的なまちづくりを行うために、地域全体で実施できる環境づくりと人材の

育成も必要としています。 

次の世代に対して責任を持つことが持続的発展であるという意見から、環

境・経済・社会的な繋がりという資源を子や孫たちが享受（きょうじゅ）でき

る地域づくりを必要としています。 

米原市のまちづくりは、自分たちと違うものを排除・敬遠するのではなく、

他者を認め合い・共存することにより、多様で自主性を尊重した形で進めるこ

ととしています。 

協働のまちづくりを進めるためには、情報は欠くことのできない資源です。

情報は活用されることが重要であり、この条例では情報の提供や公開だけでな

く、情報の共有として位置付けています。 

市民主権 

役割分担および協働 

持続的発展 

多様性の尊重 

情報の共有 

資料１ 



第1条
目的
この条例の目的

第2条
定義
用語の定義

第3条
市民主権
まちづくりの主権者は
市民である

第17条
市民投票
市民総意を明確にする手段として、
市民投票を規定

第18条
まちづくりの姿勢
まちづくりへの市の関わり方

第8条
市民の役割
市民は自主･自立の理念のもとまちづ
くりを推進する

第24条
市民自治組織
住民は地域における住民組織として
市民自治組織をつくることができる

第9条
事業者の役割
事業者もまちづくりを担う一員であ
る

第10条
団体等および市民自治組織の役割
団体等も公共的サービスを担う一員
となることができる

第11条
市の役割
市が実施することを明確にし、協働
による事業に対して支援をする

第19条
倫理規範の確立
市は法令遵守により市民との信頼関
係を確立する

第12条
協働
相互補完の理念に基づく役割分担を
行い、協働を推進する

第20条
議会の責務
執行機関の監視や牽制の機能、政策
提案等具体的な対応をする

第16条
まちづくりへの関与
まちづくりにおける参加・参画・協
働、支援を受ける権利を規定

第21条
議員の責務
市民全体の利益を考え行動する

第18条
まちづくりの姿勢
まちづくりへの市の関わり方

第22条
市長の責務
条例にのっとり公正かつ誠実な市政
運営にあたる

第23条
職員の責務および権利
市公益のため、誠実に職責を果たす

第25条
他の地方公共団体等との関係
市は他の地方公共団体等と広域的連
携・協調を図る

第26条
国および関連機関との関係
市は国や関連機関と適切な連携・協
力を進める

第27条
国際社会との関係
市は国際社会の一員としてまちづく
りを進める

第5条
持続的発展
世代を超えた持続的な
まちづくりに取り組む

第18条
まちづくりの姿勢
まちづくりへの市の関わり方

第6条

多様性の尊重
市民の基本的人権の尊
重と公共的活動の保護
等

第7条
情報の共有
情報は市民等と共有さ
れることが原則である

第13条
知る権利
市民等は市が持つ情報を知る権利が
ある

第14条
情報の整備、公開および提供
市政情報をわかりやすく説明し、積
極的に情報を提供する

第15条
個人情報の保護
市は個人情報を保護する

第28条
米原市自治基本条例推進委員会の
設置等

第29条
最高規範
市の最高規範

第28条

米原市自治基本条例推進委員会の設
置等
推進委員会を設置し、条例に基づく
まちづくりを検証評価する

第30条
条例の改廃
条例の改正・廃止については推進委
員会に諮り、市民投票で決定する

(参考)米原市自治基本条例の体系

役割分担および協働
市民･事業者等･市は役
割分担を明確にし、相
互補完による協働のま
ちづくりを進める

第4条
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米原市自治基本条例推進委員会の役割とは 

この条例を実効性のあるものとするため、条例に基づく活動等を検証評価する組織と

して推進委員会を設置しています。 

推進委員会では、定期的に運営状況の検証評価等を行う他、自主的に調査することが

できることとしています。 

これまでは、年数回、委員会を開催し、各任期の推進委員会から市長に宛てた意見書・

提案書等を頂いています。 

○条例に基づく政策の制度化 

○事業の改善 

○まちづくり体制の整備など 

 

これまでの開催実績 

第１期  平成 19年８月 28日～平成 21 年８月 27日（全９回開催） 

・委員数  12 名 （会長：富野 暉一郎 氏） 

 ・意見書  平成 20年 10月 20日提出 

第２期  平成 21年９月 18日～平成 23 年８月 31日（全６回開催） 

・委員数  10 名 （会長：富野 暉一郎 氏） 

 ・意見書  平成 22年６月１日(１回目)、平成 23年５月１日（２回目）提出 

第３期  平成 23年９月 29日～平成 25 年９月 28日（全５回開催） 

・委員数  12 名 （会長：今川 晃 氏） 

 ・意見書  平成 25年６月 11日 提出 

第４期  平成 25年 10月１日～平成 27 年９月 30日（全８回開催） 

・委員数  11 名 （会長：今川 晃 氏） 

 ・意見書  平成 25年６月 11日 提出 

第５期  平成 27年 11月 20日～平成 29年 11月 19日（全６回開催） 

・委員数  ９名 （代表：今川 晃 氏 、大石 尚子 氏） 

 ・意見書  平成 29年 10月 31日 提出 

 

 

○定期的な運営状況 

の検証評価 

○改善点の指摘 

条例の運用に係る意見聴取等による自主調査 

意見書、 
答申等の 

提出 条例の改正、廃止に関する諮問に対して審議 

条例の軽微な変更 


